[bookmark: _uaaprgo3irl1]入退社手続代行契約書

●●株式会社（以下「甲」という。）と、●●株式会社（以下「乙」という。）は、甲の従業員に係る入社及び退社に関する各種手続の代行業務について、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

[bookmark: _ykuq9ct1hwc7]第１条（目的）
本契約は、甲が乙に対し、従業員の入社及び退社に伴う各種社会保険、労働保険その他関連手続（以下「本業務」という。）を委託し、乙がこれを受託するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

[bookmark: _hvqmgvok7cb]第２条（業務内容）
１　乙が本契約に基づき実施する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
（１）雇用保険の資格取得及び喪失に関する手続
（２）健康保険及び厚生年金保険の資格取得及び喪失に関する手続
（３）被扶養者異動届その他関連届出の作成及び提出
（４）離職票等の作成及び申請
（５）その他、前各号に付随する業務
２　前項の業務の具体的範囲及び方法については、別途甲乙間で合意するものとする。

[bookmark: _ejcgdidoredv]第３条（業務の遂行）
１　乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
２　乙は、関係法令を遵守し、適切かつ迅速に本業務を処理する。
３　乙は、本業務の一部を第三者に再委託する場合、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。

[bookmark: _r8q82jr4lylz]第４条（資料の提供）
１　甲は、乙が本業務を遂行するために必要な資料、情報等を適時正確に提供するものとする。
２　甲が前項の提供を遅滞し又は不備があった場合、それに起因する手続遅延等について、乙は責任を負わない。

[bookmark: _fya3gwfetgap]第５条（報酬）
１　甲は、乙に対し、本業務の対価として、別途定める報酬を支払う。
２　報酬の支払方法及び支払期日は、甲乙協議の上決定する。
３　法令改正その他やむを得ない事情により業務量が著しく増減した場合、甲乙は報酬の見直しについて協議する。

[bookmark: _613nx5vlzfh6]第６条（秘密保持）
１　乙は、本業務に関連して知り得た甲及び甲の従業員の個人情報その他の秘密情報を第三者に漏えいしてはならない。
２　本条の義務は、本契約終了後も有効に存続する。

[bookmark: _fj3wy33xrqb1]第７条（個人情報の取扱い）
１　乙は、本業務の遂行にあたり、個人情報保護法その他関連法令を遵守する。
２　乙は、個人情報を本業務の目的以外に利用してはならない。
３　乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止に必要な安全管理措置を講じるものとする。

[bookmark: _fo5cdxghn1i7]第８条（責任の範囲）
１　乙は、本業務の遂行に関し、故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合に限り、その損害を賠償する責任を負う。
２　乙の責任は、当該損害が発生した契約期間中に甲が支払った報酬額を上限とする。

[bookmark: _xrigxi4pmuow]第９条（契約期間）
１　本契約の有効期間は、●●年●月●日から●●年●月●日までとする。
２　期間満了日の１か月前までに甲乙いずれからも書面による解約の意思表示がない場合、本契約は同一条件で自動更新される。

[bookmark: _quo6pto05yae]第１０条（契約の解除）
１　甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず改善されない場合、本契約を解除できる。
２　次の各号のいずれかに該当する場合、催告を要せず直ちに本契約を解除できる。
（１）支払停止又は支払不能となった場合
（２）破産、民事再生等の申立てがあった場合
（３）反社会的勢力に該当することが判明した場合

[bookmark: _e47w4g6rh7io]第１１条（反社会的勢力の排除）
甲及び乙は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを保証する。

[bookmark: _5pzoaaoyi1w]第１２条（協議事項）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し解決する。

[bookmark: _llopfuqcpiql]第１３条（準拠法及び管轄）
本契約は日本法に準拠し、本契約に関して生じる紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

[bookmark: _l8aiirp3mya]第１４条（契約書の作成）
本契約の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。

●●年●月●日

甲：●●株式会社
住所：
代表者名：

乙：●●株式会社
住所：
代表者名：

